
 

八千代都市計画地区計画の変更（八千代市決定） 

  

都市計画 村上南地区 地区計画を以下のように変更する。 

名  称 村上南地区 地区計画 

位  置 
八千代市村上南一丁目，村上南二丁目，村上南三丁目，村上南四丁目及び村上南五丁目並びに 
村上，勝田台北二丁目１６番及び１７番の各一部 

面  積 約60.6ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針 

地区計画の 

目   標 

 本地区は，中央に東葉高速鉄道村上駅が位置し，国道16号が南北を縦断するという，交通の要衝に位置す

る。 

土地区画整理事業の施行により，道路，公園等の公共施設及び宅地の整備がなされ，今後，駅を中心とし

た機能的で，魅力ある街づくりを目指している。このため，地区計画を導入することにより，良好な商業・住

環境へと誘導し，調和のとれた街並みを形成することを目標とする。 

土地利用の 

方   針 

東葉高速鉄道村上駅の周辺に「商業・業務地区Ａ」を配置し，その南の大街区には「商業・業務地区Ｂ」

を配置する。その周囲には「中高層住宅也区」を配置する。また，沿道利用を想定して都市計画道路3･5･

25号線沿道には「沿道型地区Ａ」を配置するとともに，騒音等に配慮して，東葉高速鉄道沿線には「緩衝

型地区」を配置する。積極的な沿道利用を誘導するために，都市計画道路3・4・21号線沿道には「沿道型

地区Ｂ」，都市計画道路3・4・1号線沿道には「沿道型地区Ｃ」，国道16号沿いは「沿道型地区Ｄ」を配置

する。これらの背後の住宅地は「低層住宅地区」と位置づける。 

 

１．低層住宅地区は戸建て住宅を中心として市街化を図り，緑豊かで閑静な住環境と優れた街並みを形成す

る。 

２．中高層住宅地区は，交通利便性の高い住宅地として，都市的な魅力溢れた多様な住宅を供給する。 

３．沿道型地区Ａは，沿道利用を想定した住宅地として後背の低層住宅地区の環境の保全を図る。 

４．緩衝地区は，騒音等に配慮した住宅地の形成を図る。 

５．沿道型地区Ｂは，沿道型施設を導入し、近隣の生活利便性を高める。 

６．沿道型地区Ｃは，商業施設と住宅の複合した沿道サービス施設の立地を誘導する。 

７．沿道型地区Ｄは，自動車交通の利便性を考慮して，自動車関連施設や店舗，住宅の複合した沿道型施設

の導入を図る。 

８．商業・業務地区Ａは，周辺住宅地と調和する駅前型の商業施設を配置して，利便性の高いサービスを行

う。 

９．商業・業務地区Ｂは，広域的な商業施設を誘致して，本地区の中心としての賑わいと活気を創出する。 

地区施設の 

整備の方針 

 本地区においては，土地区画整理事業により，道路，公園，緑地等の公共施設が整備されており，これらの

整備水準の維持・管理を図っていくものとする。 

建築物等の 

整備の方針 

区分された各地区の特性に応じ，それぞれ次のような制限を定めて，健全な都市環境の形成を図る。 

 

１．住宅地区，沿道型地区については，住宅地の環境を保護するため，用途の異なる建築物の混在を防止す

るとともに，敷地の細分化による住環境の悪化を防止するため，敷地面積の最低限度を定める。また，

建築物の意匠の制限及び，かき又はさくの構造の制限により，敷地内緑化の推進，防災性の向上，魅力

的な調和のとれた街並みの形成を図る。 

２．商業・業務地区については，地区の中心に相応しい健全な商業施設の誘導を図るため，建築物の用途の

混在化，敷地の細分化による住環境の悪化等の防止を行うとともに，建築物等の意匠の制限を行い，適

正かつ合理的に土地を利用し，良好な商業空間の形成，保持を図る。また，壁面の位置の制限を定める

ことにより，公開空地として歩道状空地の確保を図り，公共空間である道路と建築物の敷地前面空間が

一体となった調和のとれた都市空間を実現する。 

 



 
「区域，地区整備計画区域，地区の区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
 
理由:商業施設出店の可能性を広げ，商業・業務地区Ａにふさわしい街並みを維持するため，地区計画の建築物の用途の制限を変更する。 
 

地

区

整

備

計

画 

地区
の 
区分 

区分の名称 
低  層 
住宅地区 

中高層 
住宅地区 

沿道型 
地区Ａ 

緩衝型 
地 区 

沿道型 
地区Ｂ 

沿道型 
地区Ｃ 

沿 道 型 
地 区 Ｄ 

商業・業 
務地区Ａ 

商業・業 
務地区Ｂ 

区分の面積 約20.4ha 約12.3ha 約1.9ha 約3.8ha 約3.3ha 約2.0ha 約6.9ha 約4.2ha 約5.8ha 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建 築 物 の 
用途の制限 

次に掲げる建築物は建築し
てはならない。ただし，市長が
必要と認めるものについては
この限りではない。 
(1)ワンルーム形式の住戸（専

用面積25㎡以下の住戸）の
専用面積の合計が全体専用
面積の3分の2を超えるも
の 

 

次に掲げる建築物は建築
してはならない。ただし，市
長が必要と認めるものにつ
いてはこの限りではない。 
(1)ワンルーム形式の住戸

（専用面積 25 ㎡以下の
住戸）の専用面積の合計
が全体専用面積の3分の
2を超えるもの 

(2)自動車教習所 
(3)畜舎（犬，猫等の小動物の

畜舎で床面積の合計が15
㎡以下のものは除く。） 

(4)工場（建築基準法施行令
130 条の6 で定めるもの
及びガソリンスタンド，
並びにこれらに類する施
設に附属する施設を除
く。） 

(5)ぱちんこ屋.射的場，勝馬
投票券発売所，場外車券
売場その他これらに類す
るもの 

次に掲げる建築物は
建築してはならない。た
だし，市長が必要と認め
るものについてはこの
限りではない。 
(1)ワンルーム形式の住

戸（専用面積25㎡以
下の住戸）の専用面
積の合計が全体専用
面積の3分の2を超
えるもの 

(2)自動車教習所 
(3)畜舎（犬，猫等の小動

物の畜舎で床面積の
合計が 15 ㎡以下の
ものは除く。） 

次に掲げる建築物は建
築してはならない。ただ
し，市長が必要と認めるも
のについてはこの限りで
はない。 
(1)住宅（兼用住宅を含む）

又は共同住宅・連続住
宅で，2階建て以下のも
の 

(商業・業務地区Ａを除
く) 
(2)ワンルーム形式の住戸

(専用面積25㎡以下の
住戸)の専用面積の合
計が全体専用面積の 3
分の2を超えるもの 

(3)倉庫業(貨物運送業を
含む)を営む倉庫(配送
用施設を含む) 

(4)自動車教習所 
(5)畜舎(犬，猫等の小動物

の畜舎で床面積の合計
が15㎡以下のものは除
く。) 

(6)建築基準法別表第
2(へ)項第2号（商業・
業務地区Ａにおける店
舗に併設される工場を
除く）及び(と)項第3号
に掲げる事業を営む工
場 

(7)建築基準法別表第
2(と)項第4号に掲げる
危険物の貯蔵又は処理
に供する建築物 

(8)ばちんこ屋，射的場，勝
馬投票券発売所，場外
車券売場その他これ
らに類するもの 

建築物の 
敷地面積の 
最低限度 

165㎡ 200㎡ 165㎡ 200㎡ 2，000㎡ 

ただし，市長が公共公益上やむを得ないと認めたものはこの限りではない。 

建築物の 
壁面の位置 
の 制 限 

建築物の外壁，又はこれに代わる柱の面から，道路及び駅前広場の境界線までの距離は，次に掲げる数値以上と
する。 
ただし，ペデストリアンデッキ及びペデストリアンデッキに接する部分，又は地盤面下の建築物，建築物の管理

上最小限必要な付帯施設，及び市長が公益上必要と認めた部分についてはこの限りではない。 
(1)1号壁面線においては，道路境界線から3ｍ。 
(2)2号壁面線においては，道路境界線から2ｍ。 
(3)3号壁面線においては，道路境界線及び交通広場境界線から1ｍ。 
※ただし，壁面後退相当部分について，道路用地としての土地の提供がなされた時は，当該部分をもって壁面後退
がなされたものとみなす。 

建築物等の
形態又は 
意匠の制限 

(1)建築物の屋根，外壁，又はこれに代わる柱は，原色又は蛍光色を避け，都市景観に配慮したデザインとしなけれ
ばならない。 
(2)建築物等に設置する広告物は，自己の用に供するものに限る。ただし，市長が公共公益上必要であり，景観上も

支障ないと認めたものについてはこの限りではない。 

かき又は 
さくの構造 
の 制 限 

かき又はさくの構造は，生垣又は，宅地地盤面から高さ1.2ｍ以下の透視可能なフェンス等とする。ただし，コン
クリートブロック造等であっても，開放性を著しく妨げない範囲内で設ける場合についてはこの限りではない。 







参考

○壁面の位置の制限について

活力と 魅力ある街づく り を達成するためには， ゆと り ある空間の確保や良好な都市

景観を形成するこ と が重要な課題である。 特に， 道路に面しての景観， 歩行者等の安

全に配慮した街づく り を進める必要がある。 こ のため， 公共空間である道路と 一体と

なった， ゆと り ある空間の形成を目指し ， 次のと おり 壁面の位置の制限を定める。

・ １ 号壁面線 商業・ 業務地区Ｂ における国道16号及び都市計画道路3・4・24号線沿

いの部分においては， 壁面の位置は国道16号及び都市計画道路3・4・24

号線境界線から ３ ｍ以上の後退と する。

・ ２ 号壁面線 商業・ 業務地区Ｂ における都市計画道路3・4・1号線， 3・4・22号線沿

いの部分においては， 壁面の位置は都市計画道路3・4・1号線， 3・4・22

号線境界線から ２ ｍ以上の後退と する。

商業・ 業務地区Ａにおける都市計画道路3・4・1号線沿いで， 商業・

業務地区Ｂ に面する 部分においては， 壁面の位置は都市計画道路

3・4・1号線境界線から ２ ｍ以上の後退と する。

・ ３ 号壁面線 商業・ 業務地区Ａにおける都市計画道路3・5・26号線， 駅前広場， 区

画道路， 歩行者専用道路沿いの部分， 及び都市計画道路 3・4・1号線沿

いで商業・ 業務地区Ｂ に面しない部分においては， 壁面の位置は各々

の境界線から １ ｍ以上の後退と する。

※ ただし ， 壁面後退相当部分について， 八千代市辺田前地区土地区画整理組合と 協

議が整って， 土地所有者が道路用地と して提供した土地がある箇所は， 当該部分

をもって壁面後退がなさ れたものと みなし ， さ らに当該部分をも って歩道状空地

が確保さ れたも のと みなす。

（ 注１ ） 壁面 建築物の壁・ 軒先・ 柱等建築物の部分・ 門若し く は塀（ フェンスを含

む） 及びこ れらに類するもの。

（ 注２ ） 異なる壁面線の交差する隅切部分は， 広幅員の壁面後退線と する。

〈 道路〉

１ 号壁面線
２ ︿
号 道
壁 路
面 ﹀
線



○かき又はさくの構造の制限

本地区は緑豊かな良好な住環境の形成を図るべく ， 安全と 景観に配慮した街並みの

形成を目指し ている。 特に住宅地内の道路に面するかき又はさ く は， 街並みの連続性

と 開放性を大きく 左右する要素であり ， こ れら を適正に制限するこ と は良好な住環境

の形成に役立つものである。

その観点から ， 道路と の境界に設けるかき又はさ く の構造は門扉・ 門柱を除き， 生

垣にするか又は， 宅地地盤面から 高さ 1. 2ｍ以下の金属製の網・ 柵状フェンスや木製

の格子状フェンス等の透視可能なものと する。 なお， コンク リ ート ブロッ ク 造， レン

ガ造， 石造等であっても ， 開放性を著し く 妨げない範囲内で設ける場合についてはこ

の限り ではない。 開放性を著し く 妨げない範囲内と は， 次の図に示す範囲内と する。

宅地地盤面

可視可能なフェンス等の基礎部分をコンク リ ート 造で設ける場合には，

高さ ４ ０ ｃ ｍ以下と する。

宅地地盤面

コンク リ ート ブロ ッ ク 造等を高さ ４ ０ ｃ ｍ以上の部分で部分的に設ける場合には，

可視可能なフェンス等の部分を全長の１ ／２ 以上確保するものと する。


